
令和５年度商工会等職員研修業務に関する仕様書 

 

令和５年６月 

長崎県商工会連合会 指導部指導課 

 

１ 事業名 

  長崎県商工会連合会 令和５年度商工会商工会等職員研修業務 

 

２ 目的 

  長崎県小規模事業経営支援事業費補助金交付実施要綱に基づき、商工会等職員の資質の向上を図る

ことを目的に研修会を開催する 

 

３ 事業期間  令和６年３月３１日（日）まで 

 

４ 研修業務の概要 

 (1) 階層別研修会 

  ア 事務局長研修会 

   ① 対 象 者：事務局長及び事務局長未設置商工会における管理指定職員 

   ② 研修の目的：商工会の事務局責任者としてのマネジメント能力の向上を図る 

   ③ 開 催 場 所：長崎県建設総合会館 ５階第２会議室 

   ④ 日程（予定）：令和５年９月１５日（金）１３時～１５時までの約２時間 

   ⑤ 研修の内容 

・商工会の事務局管理者（責任者）としてのマネジメント能力の向上を図るための研修とする 

こと 

・「業務効率化による組織整備」を通して、本来業務である事業者支援に注力できる体制を整

え、事業者支援ニーズの高度化・多様化・複雑化に対応していくことを研修内容に取り入れ

ること 

・業務の属人化防止やジョブローテーションを進めることで、組織全体として業務効率化を図

っていくという観点から研修を実施すること 

・講師は、対面で研修を行うこと 

   ⑥ 受 講 定 員：２１名 

   

  イ 管理職研修会 

   ① 対 象 者：商工会等の管理職（部長級、課長級、課長補佐級）及びそれに準じる職員 

   ② 研修の目的：管理職としてのマネジメント能力の向上を図るとともに、経営改善普及事業を

実施する実務者として必要な知識の習得 

   ③ 開 催 場 所：長崎市 長崎県建設総合会館 中会議室 

 



   ④ 日程（予定）：令和５年９月２０日（水）１０時３０分～１２時の約１時間３０分 

                       １３時～１５時の約２時間 

   ⑤ 研修の内容 

    ・商工会の管理職としてのマネジメント能力の向上を図るための研修とすること 

    ・「業務の成果を最大化する」という観点から、人的リソース配分の最適化や実務を通した部

下の資質向上に関することを研修内容に取り入れること 

    ・管理職として周囲への影響力を発揮すること（リーダーシップの発揮）に加え、部下に当事

者意識をもって主体的に業務に取り組ませるための動機づけやその手法について必要知識を

習得できる研修とすること 

    ・午前、午後の研修は、別の講師が行っても差し支えない 

    ・講師は、対面で研修を行うこと 

   ⑥ 受 講 定 員：約４０名 

 

  ウ 係長・主任級研修会 

   ① 対象者：商工会等の係長・主任級の職員 

   ② 研修の目的：商工会における各種業務の実務担当者かつ中堅職員として支援スキルの向上を

図る。 

   ③ 開催場所 

     1) 長崎会場    長崎県建設総合会館 ８階中会議室 

     2) 佐世保会場   アルカス佐世保 大会議室Ａ 

   ④ 日程 

     1) 長崎会場  １１月 ７日（火）  ９時～１２時の約 3 時間 

     2) 佐世保会場 １１月２８日（火） ９時～１２時の約 3 時間 

        

※各日程とも前日（６日・２７日）は本会が設定した別のカリキュラムを受講 

                        

   ⑤ 研修の内容 

     ・商工会の中堅職員として、経営改善普及事業の実務担当者としての資質向上を図るための 

研修とすること 

         ・ＤＸ化支援に関する知識の習得など、昨今のトレンド等を取り入れた研修とすること 

         ・事業者支援において、仮設を立証するための各種データの収集・加工等（データ活用）を

通して、本質的課題を把握し、ＤＸ等を取り入れながら課題解決にあたるといったコンサ

ルティングのプロセスについて実践的な知識の習得できる研修とすること 

・佐世保会場、長崎会場のカリキュラムについては、別の内容とし、選択の機会を与える提

案であっても差し支えない 

・講師は、対面で研修を行うこと 

   ⑥ 受講定員：各会場 約４０名 

  



 エ 主事級研修会 

   ① 対象者：商工会等の主事級の職員 

   ② 研修の目的：商工会等の様々な業務の担当職員として必要な知識の習得 

   ③ 開催場所 

     1) 長崎会場    長崎県建設総合会館 ８階小会議室 

     2) 佐世保会場   アルカス佐世保 大会議室Ｂ 

   ④ 日程 

     1) 長崎会場  １１月 ７日（火）  ９時～１２時の約 3 時間 

     2) 佐世保会場 １１月２８日（火） ９時～１２時の約 3 時間 

        

※各日程とも前日（６日・２７日）は本会が設定した別のカリキュラムを受講 

 

   ⑤ 研修の内容 

     ・商工会等の担当職員として、経営改善普及事業や商工会等の管理事務の実務担当者として

の資質向上を図るための研修とすること 

         ・経営一般、税務、経理、労務、金融など実務担当者として、業務を行ううえで必要な事業

者とのコミュニケーションスキルを向上させる研修とすること 

     ・事業者との対話と傾聴を通して、本質的な課題を認識する「課題設定型支援」を実践する

ために必要なコミュニケーションスキルに加え、仮説を立ててヒアリングすべき項目を自

ら設定するスキル（質問力）などを習得するための研修とすること 

・講師は、対面で研修を行うこと 

      ⑥ 受講定員：各会場 約４０名 

 

  オ 人事考課者研修会 

   ① 対象者：商工会等の係長級以上の職員 

   ② 研修の目的：人事考課手法の研修及び各考課者における考課のバラつきを抑制するため、考 

課基準の目線合わせを行う 

   ③ 開催場所：ＷＥＢで実施 

   ④ 日程：令和６年１月頃（時間等は未定であるが、研修時間は３時間で提案すること） 

   ⑤ 研修の内容 

     ・人事考課者として、基準に則した人事考課を実施するために、各考課者の基準に関する理

解を深めるための研修とすること 

     ・実際の人事考課にかかる面接手法なども積極的に取り入れること 

     ・人事考課結果のフィードバックなどの手法についても取り入れること 

   ⑥ 受講定員：各会場 約２０～３０名 

 

   

 



５ 業務内容 

  具体的な業務内容はおおむね次のとおりとする 

 (1) 研修カリキュラムの策定、講師の選定・手配・依頼 

   上記４の研修の目的や内容に合致したカリキュラムの企画及び講師を選定すること。講師の人選

にあたっては事前に企画書においてその講師の略歴や専門分野、その分野における研修会の開催実

績等を明示すること 

 (2) 研修会の開催にかかる資料の作成及び印刷 

   研修に係る資料等の作成を行い必要部数準備すること 

 (3)研修費用の支払い 

   講師謝金や旅費等の研修に係る費用の支払いを行うこと 

 (4) 研修アンケートの実施 

   研修効果の測定、今後受講したい研修会などについてのアンケートをとりまとめ、その内容を分

析すること 

 

６ 実施にあたっての留意事項 

 (1) 企画を採用された事業者は、審査結果発表後７日以内に、本会担当者と打ち合わせを実施するこ

と。なお、打ち合わせに際しては、企画書（スケジュールを含む具体的な研修プラン・担当責任

者・担当者・担当講師一覧（案））を提出し、当該事項について、本会の承諾を得ること 

 (2) 研修会場については本会で確保する（すでに決定している会場については４に記載） 

 (3) 事業者は、研修終了後に受講者全員にアンケート調査を実施すること。アンケート内容について

は、事業者において案を作成し、本会の承諾を得ること。またアンケート結果については、研修会

終了後、本会からアンケート結果を受領後に報告をまとめ、本会にエクセル、ＰＤＦ等のデータに

より提出すること。また、受講者に対する講師の所感をまとめ、アンケート結果と併せて提出する

こと（当該費用については研修実施費用に含めるものとする） 

 (4) 研修実施中に指摘された研修実施方法や講師に対する改善要望等については、できる限り速やか

に改善すること 

 (5) プロジェクター１台、ノートＰＣ１台については本会が用意する。また、会場備え付けの備品

（マイク、ホワイトボード、スピーカー等）については、事前に会場において用意する。それ以外

に研修機器及び資材が必要な場合は、事業者で準備すること 

 (6) 上記の研修会実施にかかる費用については、すべて見積りに含むものとする 

 

７ 検収 

  事業者から提出された事業完了報告書等を受領した後、検収とする 

 

８ その他 

  本仕様書に掲げる事項のほか、本業務を遂行するために必要な事項については、別に定めるもの、

または本会担当者と協議のうえ、行うこととする 


